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１．各「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況の説明

基本原則「１．自律性の確保」

遵守状況

遵守原則１−１　教育研究目的の明確化、理解の獲得

遵守状況

エクスプレインの種類

「遵守」

コードの記載通りの方策により遵守している

「遵守」

「基本原則」及び「遵守原則」の遵守状況（取組状況）の詳細等

　本学では、建学の精神及び理念・目的に基づき、自主性、独

立性を確保すると同時に、自律的に大学を運営するために、

「内部質保証に関する方針」、「内部質保証規程」を定めてい

る。これらに基づき、各学科及び各委員会、自己点検・評価委

員会、内部質保証の統括推進組織である大学改革運営会議がそ

れぞれの役割を適切に担い、内部質保証を推進し、私立大学と

しての多様な教育研究活動を行っている。

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　本法人では、2019年度に「中期計画2020～2024」を策定

し、2020年度より各事業を計画し、その実施を図っている。

　「中期計画」では、「建学の精神」、「教育理念(目的)」、

「育成する人格的素養　KAISEI パーソナリティ」に基づき

「教育」、「学生支援」、「研究」、「社会貢献」、及び「大

学運営」の５分野にわたりビジョンを明確に示し、本学学生、

教職員等への周知を図るとともに、本学ホームページでの公表

を通じて学内外へ公表・周知し、社会からの理解を獲得してい

る。

基本原則の遵守方法に

係る説明



基本原則「２．公共性の確保」

遵守状況

遵守原則２−１　有益な人材の育成

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則２−２　社会への貢献

遵守状況

エクスプレインの種類

コードの記載通りの方策により遵守している

コードの記載通りの方策により遵守している

「遵守」

「遵守」

　本学では、建学の精神及び理念・目的等に基づき、社会から

求められる次代を担う多様な人材を育成し、また、教育研究活

動とその成果を通じて社会や地域に貢献している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明

　本学では、建学の精神及び理念・目的に基づき、本学が育成

する人格的素養として「KAISEI パーソナリティ」を定め、

「他者を思いやり、自己を律し、知性と奉仕の精神に富み、正

しい倫理観と豊かな国際感覚を持った女性」を育成することを

目指し教育研究を行っている。

「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明
　本学では、建学の精神を踏まえ、本学の教育研究の成果を地

域・社会に発信し、開かれた大学にすることを社会連携・協力

に関する方針とし、これを「社会連携・社会貢献に関する基本

方針」としてまとめ、大学ホームページにおいて広く社会に公

表している。また、「地域交流委員会」、「生涯教育委員会」

などの委員会を設置して、この方針に基づいた活動を行ってい

る。

基本原則の遵守方法に

係る説明



基本原則「３．信頼性・透明性の確保」

遵守状況

遵守原則３−１　法令の遵守、社会貢献

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則３−２　理事会による執行、監督機能の実質化、不正防止制度整備　

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則３−３　積極的な情報公開

遵守状況

エクスプレインの種類

「遵守」

コードの記載通りの方策により遵守している

コードの記載通りの方策により遵守している

コードの記載通りの方策により遵守している

「遵守」

「遵守」

「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明
　本法人が有する情報の公開に関しては、法令や文部科学省等

の指導に基づき、適切な情報公開を行なっている。公開する情

報はホームページ「情報公開」に集約し、社会に対する説明責

任を果たし、教育研究の向上に資することとして、積極的取り

組んでいる。

基本原則の遵守方法に

係る説明
　私立大学の有する公共性に鑑み、法令を遵守することはもと

より、健全な大学運営について、学生、保護者、教職員のみな

らず広く社会からの信頼を得られるよう、情報を公表し、説明

責任を果たすとともに、透明性の確保に努めている。

遵守原則の遵守方法に

係る説明
　本法人では監事監査規程に基づき、監事は私立学校法および

本法人の寄附行為に定める職務を遂行するため、監査計画を毎

年作成し、本法人の業務の執行状況及び財産の状況の適正性に

ついて調査を行い、本法人の教育研究機能の向上や財政の基盤

確立等に寄与している。

遵守原則の遵守方法に

係る説明
　本法人では、理事会の議決・執行については、寄附行為で定

める事項により、明確化している。また、理事⻑の下に内部監

査規程を定め、本法人の経営の効率化と社会的信頼性を保持す

るため、監査体制の強化を図っている。また、「公益通報等に

関する規程」を定め、法人事務局を窓口として、法令違反が疑

われる事象の通報ができる体制を整えている。



基本原則「４．継続性の確保」

遵守状況

遵守原則４−１　大学運営に係る諸制度の実質化、自律的な大学運営

遵守状況

エクスプレインの種類

遵守原則４−２　財政基盤の安定化、経営基盤の強化

遵守状況

エクスプレインの種類

コードの記載通りの方策により遵守している

「遵守」

「遵守」

遵守原則の遵守方法に

係る説明

「遵守」

コードの記載通りの方策により遵守している

基本原則の遵守方法に

係る説明
　本学では、建学の精神及び理念・目的に基づき、その使命を

果たすため、大学における教育研究活動の維持、継続、そして

発展に向け、大学運営の体制を構築し、財政基盤の安定に努め

ている。

遵守原則の遵守方法に

係る説明
　本法人では、法令に基づき、評議員会、理事会、及び監事等

の役割・機能が適切に果たせるよう本法人の寄附行為におい

て、その役割・機能を定めている。そのうえで、評議員会、理

事会、及び監事等の機関間および機関内の有効な相互牽制機能

体制を整えている。

　本法人では、財務に関する規程を定め、また、寄附金募集を

行うなど、学生納付金以外の収入の多様化を進め財政基盤の安

定化、経営基盤の強化に努めている。


